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産業経済常任委員会
実施月日 令和４年12月16日
担当課 建設部 建設総務課
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議第96号財産の取得について

用地買収予定地
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Ａ＝26,475㎡

土地単価
田：\3,900円/㎡
雑種地：\4,000円/㎡
原野：\560円/㎡

地目別面積
田：17,509㎡
雑種地：5,677㎡
原野：3,289㎡

産業経済常任委員会
実施月日　令和４年12月16日
担当課　　建設部　建設総務課
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（ 議第117号）

下呂市市営駐車場条例の一部を改正する条例について

幸の瀬湯けむり広場（ 旧下呂温泉病院本館跡地） を有料市営臨時駐車場として整備するにあたり、

市営駐車場条例に定めると共に、近隣の民間駐車場との料金設定の均衡を図るため、下呂温泉街にあ

る駐車場の料金区分と金額を変更するため改正するものです。概要は次のとおりです。

１．下呂温泉街の観光客向け市営駐車場

名称 位置

既存 下呂温泉駐車場 下呂市森1126番地１

既存 阿多野駐車場 下呂市森1148番地１

★ 新規 幸の瀬駐車場 下呂市幸田1162番地 （ 旧下呂温泉病院本館跡地）

２．同上 駐車場の料金改定

現行 改正案

料金形態
24 時間あ
たり上限

料金形態
24 時間あ
たり上限

下呂温泉
駐車場

最初の１時間
100 円

以降30分につき
100 円

1,500 円

下呂温泉駐車場

20 分につき

100 円
1,500 円阿多野駐車場

阿多野
駐車場

幸の瀬駐車場
（旧下呂温泉病院本館跡地）

３．施行日

令和５年４月１日～

（ 令和５年３月31日まで、旧下呂温泉病院跡地は無料）

産業経済常任委員会

実施月日 令和４年12月16日

担当課 観光商工部 観光課
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市道幸田２号線

幸の瀬駐車場 位置図 （旧下呂温泉病院本館跡地）
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下呂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の 

一部を改正する条例について 
 

 

令和５年４月１日から、家庭系可燃ごみ及び不燃ごみ（ペットボトル）の排出及び収集方法を変

更し、ごみ処理手数料を無料とするため、当該条例の一部を改正します。概要は次のとおりです。 

 

１．一般家庭から排出された可燃ごみにつきましては、家族の構成人数に応じた無料もえるごみ

処理券を配布します。この配布数は、下呂市廃棄物の処理及び清掃に関する規則で定めます。 

２．配布された無料もえるごみ処理券の枚数を超えた排出分については、有料もえるごみ処理券

の購入が必要となります。 

■有料もえるごみ処理券（手数料）の額について 

当該処理券の方法は、一定量無料型といわれ、各ご家庭では、無料で配布された処理

券の範囲でごみを排出しようとする心理が働き、ごみ減量化の効果が高いことが長所とし

て挙げられます。県内でこの方式を採用しているのは、高山市と大垣市の２市です。 

※ただし、大垣市は、令和５年１月から、有料ごみ専用袋に変更されます。 

① 高山市及び大垣市の有料処理券（手数料）の額 

 高山市 大垣市 

有料処理券（手数料）の額 100 円（消費税別） 150 円（消費税別） 

②下呂市有料もえるごみ処理券（手数料）について 

令和４年 11 月 17 日に開催した下呂市廃棄物減量等推進審議会において、下呂市

における有料処理券の額についてご審議いただきました。 

隣接する高山市の額も参考として審議され、一定量無料化の長所を引き出すことも

含めて、当該手数料の額は、下表記載の額が適当とのご意見をいただきました。 

 45ℓ以内用 20ℓ用（小） 

有料もえるごみ処理券 100 円（消費税込み） 50 円（消費税込み） 

 

３．不燃ごみのうち、ペットボトル専用袋は廃止し、令和５年４月１日からは、市販の透明又は半透

明のビニール袋（45ℓ以内）に入れて、お住いのごみステーションに排出していただきます。 

４．この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

５．この条例の改正前に購入した別表２に掲げるもえるごみ専用袋、もえるごみ専用袋（小）、ペッ

トボトル専用袋で、残存するものにつきましては、当分の間、もえるごみ専用袋として使用する

ことができるものとします。 

産業経済常任委員会 
実施月日 令和４年 12 月 16 日 
担当課 環境水道部環境対策課 
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